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一
、
三
日
山
如
来
寺
に
て

　

熊
本
県
宇
土
市
岩
古
曽
町
の
三さ
ん
ち
ざ
ん

日
山
如
来
寺
は
、
十
三
世
紀
半
ば

に
開
か
れ
た
九
州
最
古
の
曹
洞
宗
寺
院
で
あ
る
。
現
在
、
同
寺
は
雁

回
山
の
南
麓
の
、
ゆ
る
や
か
な
上
り
道
が
続
く
上
古
閑
地
区
の
最
奥

部
に
あ
る
。
し
か
し
、
永
正
元
年
（
一
五
〇
四
）
ま
で
は
、
現
在
地

か
ら
一
・
五
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
ほ
ど
東
南
の
、
花
園
町
三
日
地
区
に
位

置
し
て
い
た
。
今
で
は
常
住
す
る
僧
侶
も
お
ら
ず
、
本
堂
も
公
民
館

を
兼
ね
た
質
素
な
建
物
で
あ
る
が
、
当
初
は
七
堂
伽
藍
を
擁
し
、
小

院
等
も
従
え
た
大
寺
で
あ
っ
た
と
い
う
。

　

こ
の
如
来
寺
の
開
山
は
、
道
元
に
師
事
し
た
寒
巌
義
尹
（
一
二
一

七
－

一
三
〇
〇
、
以
下
「
義
尹
」
と
略
す
）
で
あ
）
1
（
る
。
け
れ
ど
も
、
義

尹
は
後
に
熊
本
市
川
尻
の
大
梁
山
大
慈
寺
を
開
創
し
、
そ
ち
ら
に
活

動
の
拠
点
を
移
す
こ
と
に
な
る
。
さ
ら
に
、
大
慈
寺
は
義
尹
の
在
世

中
に
曹
洞
宗
最
初
の
勅
願
寺
院
と
な
り
、
そ
の
住
職
は
紫
衣
の
着
用

を
許
可
さ
れ
る
寺
格
を
認
め
ら
れ
た
。
そ
し
て
、
義
尹
の
没
後
に
は

寒
巌
派
の
中
心
寺
院
で
あ
る
に
と
ど
ま
ら
ず
、
九
州
曹
洞
宗
の
独
立

本
山
と
し
て
の
地
位
を
確
立
し
た
。

　

だ
が
、
義
尹
自
身
は
晩
年
に
再
び
如
来
寺
に
隠
棲
し
、
同
寺
で
示

寂
し
た
。
如
来
寺
の
本
堂
の
裏
側
に
は
、
義
尹
の
墓
と
伝
え
ら
れ
る

石
塔
も
現
存
す
る
。
お
そ
ら
く
、
同
寺
が
三
日
地
区
か
ら
現
在
の
場

所
へ
移
転
す
る
際
に
、
一
緒
に
運
ば
れ
て
き
た
も
の
だ
と
思
わ
れ

る
。
と
も
あ
れ
、
如
来
寺
が
義
尹
に
と
っ
て
思
い
入
れ
の
強
い
寺
院

で
あ
っ
た
こ
と
は
間
違
い
な
い
だ
ろ
う
。

寒
巌
義
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私
は
、
平
成
二
五
年
八
月
に
は
じ
め
て
如
来
寺
を
訪
れ
た
。
そ
の

時
、
本
堂
の
向
か
っ
て
左
側
に
鳥
居
が
立
っ
て
お
り
、
そ
の
奥
に
間

口
一
間
半
ほ
ど
の
祠
が
あ
る
こ
と
に
気
が
付
い
た
。「
五
社
堂
」
と

呼
ば
れ
る
そ
の
祠
の
中
を
覗
き
込
む
と
、
そ
こ
に
は
中
国
風
の
服
装

を
ま
と
っ
た
五
体
の
人
物
像
が
安
置
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
が
一
般
的

な
鎮
守
堂
で
な
い
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
っ
た
。
堂
内
に
掲
げ
ら
れ
た

由
緒
書
に
よ
れ
ば
、
義
尹
が
二
度
目
の
入
宋
を
果
た
し
て
帰
朝
し
た

際
に
、
彼
が
連
れ
て
来
た
美
術
工
芸
や
土
木
等
の
五
人
の
技
師
を
祭

神
と
し
た
も
の
で
、
以
来
、
土
地
護
伽
藍
神
と
し
て
信
奉
さ
れ
て
い

る
と
の
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
、
実
態
は
む
し
ろ
反
対
で
あ
ろ
う
。

こ
の
五
体
は
、
元
来
は
義
尹
に
よ
っ
て
勧
請
さ
れ
た
伽
藍
神
で

あ
っ
）
2
（

た
。
そ
れ
が
、
後
に
技
師
達
と
同
一
視
さ
れ
た
と
思
わ
れ
）
3
（

る
。

　

け
れ
ど
も
、
こ
の
五
体
が
宋
か
ら
来
た
技
師
達
の
像
だ
と
言
い
伝

え
ら
れ
て
き
た
事
実
も
重
要
で
あ
る
。
と
言
う
の
も
、
こ
の
伝
承

は
、
義
尹
が
様
々
な
形
で
宋
の
文
化
を
導
入
し
た
と
い
う
こ
と
を
、

人
々
が
語
り
伝
え
て
き
た
こ
と
の
証
し
だ
か
ら
で
あ
る
。
本
稿
で
は

こ
の
五
体
の
像
に
導
か
れ
て
、
先
学
の
研
究
成
果
を
参
考
に
し
な
が

ら
、
義
尹
と
宋
文
化
と
の
関
わ
り
を
概
観
す
る
こ
と
に
し
た
い
。

二
、
義
尹
に
よ
る
仏
像
製
作

　

現
存
す
る
も
の
の
中
で
、
義
尹
と
宋
文
化
と
の
関
わ
り
を
示
す
代

表
的
な
事
例
は
仏
像
で
あ
る
。
と
り
わ
け
、
如
来
寺
の
本
尊
で
あ
る

釈
迦
、
阿
弥
陀
、
薬
師
の
三
如
来
像
と
、
同
じ
く
如
来
寺
の
義
尹
像

と
韋
駄
天
像
、
大
慈
寺
で
は
い
ず
れ
も
焼
失
し
た
本
尊
の
釈
迦
如
来

像
と
脇
侍
の
文
殊
と
普
賢
の
両
菩
薩
像
に
対
し
て
、
そ
れ
ら
が
義
尹

の
自
作
で
あ
る
と
い
う
伝
承
が
残
さ
れ
て
い
）
4
（

る
。
無
論
、
こ
の
よ
う

な
「
自
作
」
を
伝
え
る
伝
承
が
、
果
た
し
て
正
し
い
の
か
否
か
は
定

か
で
な
い
。
け
れ
ど
も
、
そ
の
す
べ
て
に
該
当
す
る
わ
け
で
は
な
い

と
し
て
）
5
（

も
、「
自
作
」
と
い
う
伝
承
が
あ
る
こ
と
は
、
そ
れ
ら
の
仏

像
の
制
作
に
、
義
尹
自
身
が
積
極
的
に
関
与
し
た
こ
と
を
表
し
て
い

る
と
考
え
て
よ
い
だ
ろ
う
。

　

そ
こ
で
、
ま
ず
は
彼
が
建
長
六
年
（
一
二
五
四
）
に
一
回
目
の
入

宋
か
ら
帰
国
し
、
文
永
元
年
（
一
二
六
四
）
頃
に
二
回
目
の
入
宋
を

果
た
す
ま
で
の
間
に
製
作
さ
れ
た
仏
像
に
注
目
し
よ
）
6
（
う
。
こ
こ
で
対

象
と
な
る
の
は
如
来
寺
の
本
尊
の
三
如
来
像
と
、
文
永
年
間
（
一
二

六
四

－

一
二
七
五
）
に
如
来
寺
の
旧
地
の
近
く
に
開
か
れ
、
永
正
年

間
（
一
五
〇
四

－

一
五
二
一
）
に
現
在
の
熊
本
市
に
移
転
し
た
報
恩
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寺
の
本
尊
の
十
一
面
観
音
菩
薩
像
で
あ
）
7
（
る
。

　

如
来
寺
の
三
如
来
像
の
中
の
釈
迦
像
と
報
恩
寺
の
観
音
像
に
は
、

い
ず
れ
も
像
内
胸
部
に
円
形
の
内
刳
が
な
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
蓋

板
、
も
し
く
は
内
刳
の
表
面
に
銘
文
が
記
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
内
容

は
、
そ
れ
ぞ
れ
「
如
来
院
本
尊　

釋
迦
如
来　

正
元
二
年
〈
庚
申
〉

正
月
十
日
建
立　

同
二
月
九
日
収
之　

開
山
住
持
比
丘
義
尹　

同
開

山
尼
修
寧
」、「
同
二
十
三
日
入　

正
元
二
年
〈
庚
申
〉
五
月
三
日

〈
□
□
〉　

同
十
八
日
焼
香　

如
来
院
比
丘
義
尹　

比
丘
尼
修
寧
」
と

い
う
も
の
で
あ
）
8
（

る
。
こ
の
中
に
記
さ
れ
て
い
る
「
如
来
院
」
が
後
の

如
来
寺
の
前
身
で
あ
り
、「
比
丘
義
尹
」
が
寒
巌
義
尹
の
こ
と
だ
と

み
な
せ
ば
、
如
来
寺
の
草
創
は
正
元
二
年
（
一
二
六
〇
）
以
前
と
い

う
こ
と
に
な
り
、『
國
郡
一
統
志
』
を
は
じ
め
と
す
る
種
々
の
資
料

に
示
さ
れ
て
い
る
文
永
六
年
（
一
二
六
九
）
よ
り
も
九
年
早
い
こ
と

に
な
る
。
つ
ま
り
、
義
尹
は
二
度
目
の
入
宋
以
前
に
既
に
肥
後
で
活

躍
し
て
い
た
こ
と
に
な
り
、
正
元
二
年
に
は
こ
れ
ら
の
仏
像
の
制
作

に
関
与
し
て
い
た
こ
と
が
窺
わ
れ
る
の
で
あ
）
9
（
る
。

　

こ
の
四
体
の
仏
像
に
関
し
て
、
こ
こ
で
は
先
学
が
指
摘
し
て
い
る

五
つ
の
点
を
ま
と
め
て
お
き
た
い
。
第
一
は
、
如
来
寺
の
薬
師
像
の

薬
壺
が
後
補
の
も
の
で
あ
る
た
め
、
当
初
は
弥
勒
像
と
し
て
作
ら
れ

た
の
で
は
な
い
か
と
い
う
指
摘
で
あ
る
。
そ
の
場
合
、
三
如
来
像
は

過
去
、
現
在
、
未
来
の
三
世
仏
で
あ
る
釈
迦
、
阿
弥
陀
、
弥
勒
と
い

う
こ
と
に
な
り
、
義
尹
が
宋
の
禅
宗
寺
院
の
様
式
に
倣
っ
た
と
考
え

る
こ
と
が
可
能
に
な
）
10
（
る
。

　

第
二
は
、
報
恩
寺
の
観
音
像
の
着
衣
の
様
式
が
「
宋
元
代
の
仏
画

に
し
ば
し
ば
見
ら
れ
」
る
も
の
で
あ
り
、「
寒
巌
義
尹
が
、
宋
の
菩

薩
像
の
形
状
を
取
り
入
れ
よ
う
と
し
た
も
の
と
見
ら
れ
る
」
と
い
う

有
木
芳
隆
氏
の
指
摘
で
あ
）
11
（

る
。
第
三
は
、
こ
の
観
音
像
の
胸
部
に
納

め
ら
れ
て
い
た
絹
本
墨
画
十
一
面
観
音
菩
薩
画
像
に
対
す
る
有
木
氏

の
指
摘
で
あ
る
。
そ
れ
に
よ
れ
ば
、
こ
の
菩
薩
画
像
も
着
衣
の
様
式

や
他
の
表
現
法
等
か
ら
「
宋
の
菩
薩
像
の
形
状
を
取
り
入
れ
た
と
思

わ
れ
る
部
分
が
あ
る
」
こ
と
、「
専
門
的
な
絵
師
の
作
品
と
考
え
ら

れ
な
い
点
が
あ
る
」
こ
と
、「
製
作
時
期
は
、
像
内
の
納
入
物
の
銘

文
か
ら
建
長
六
年
（
一
二
五
四
）
で
あ
る
こ
と
が
解
る
」
こ
と
か

ら
、「
本
図
は
、
寒
巌
義
尹
自
身
が
中
国
、
宋
の
画
像
を
う
つ
し
て

き
た
可
能
性
が
あ
る
」
と
の
こ
と
で
あ
）
12
（
る
。

　

第
四
は
、
如
来
寺
の
釈
迦
像
の
内
刳
の
中
に
舎
利
容
器
が
納
め
ら

れ
、
そ
の
中
に
裂
類
で
包
ん
だ
籾
十
九
粒
と
水
晶
製
舎
利
一
粒
、
紙

本
朱
書
真
言
陀
羅
尼
一
枚
が
納
め
ら
れ
て
い
た
こ
と
で
あ
る
。
菊
竹
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淳
一
氏
に
よ
れ
ば
、「
九
州
に
伝
存
す
る
十
三
世
紀
の
仏
教
彫
刻
で

舎
利
容
器
を
納
入
し
た
例
は
、
現
在
ま
で
類
例
が
知
ら
れ
ず
、
こ
の

如
来
寺
の
釈
迦
像
の
場
合
は
珍
し
い
例
と
い
え
る
」
と
の
こ
と
で
あ

る
。
そ
の
上
で
同
氏
は
、「
お
そ
ら
く
、
こ
こ
に
は
義
尹
の
舎
利
信

仰
が
反
映
し
て
い
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
こ
の
義
尹
の
舎
利
信
仰

は
、
入
宋
し
た
際
に
会
得
し
た
も
の
か
も
し
れ
な
い
」
と
推
定
し
て

い
）
13
（
る
。
そ
し
て
第
五
は
、
こ
の
舎
利
を
包
ん
で
い
た
絹
布
を
鑑
定
し

た
結
果
、
平
絹
は
日
本
製
で
あ
る
の
に
対
し
て
、
錦
は
当
時
の
日
本

製
の
も
の
よ
り
も
断
面
積
が
大
き
く
、「
中
国
産
で
あ
る
の
か
も
し

れ
な
い
」
と
い
う
布
目
順
郎
氏
の
指
摘
で
あ
る
。
同
氏
は
、「
も
し

そ
う
で
あ
れ
ば
、
こ
の
錦
は
義
尹
が
建
長
四
年
（
一
二
五
二
年
）

（
一
説
に
、
建
長
六
年
と
も
い
わ
れ
る
）
に
宋
か
ら
帰
国
し
た
際
に

持
参
し
た
も
の
で
あ
る
可
能
性
が
濃
く
な
る
」
と
記
し
て
い
）
14
（

る
。

　

さ
て
、
上
記
の
五
つ
の
点
は
、
い
ず
れ
も
如
来
寺
の
三
如
来
像
と

報
恩
寺
の
観
音
像
に
、
宋
仏
教
の
影
響
が
認
め
ら
れ
る
こ
と
の
指
摘

で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
像
は
、
前
述
の
と
お
り
、
義
尹
が
一
回
目
の
入

宋
か
ら
帰
国
し
た
後
に
製
作
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
お
そ
ら
く
は
一

年
間
と
い
う
短
い
期
間
だ
っ
た
と
は
言
え
、
宋
の
禅
宗
文
化
を
直
接

見
聞
し
た
彼
が
、
そ
れ
を
我
が
国
に
導
入
し
よ
う
と
し
た
最
初
の
試

み
の
成
果
だ
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。

　

そ
う
だ
と
す
れ
ば
、
約
四
年
に
及
ん
だ
二
回
目
の
入
宋
時
に
は
、

さ
ら
に
多
く
の
宋
文
化
を
持
ち
帰
る
こ
と
を
義
尹
は
目
指
し
た
と
考

え
ら
れ
る
。
し
か
し
、
我
々
は
そ
の
具
体
的
な
成
果
を
確
認
す
る
こ

と
は
で
き
な
い
。
如
来
寺
は
、
義
尹
が
正
安
二
年
（
一
三
〇
〇
）
に

示
寂
し
た
後
も
し
ば
ら
く
は
繁
栄
を
保
ち
、
室
町
幕
府
か
ら
「
肥
後

国
利
生
塔
」
の
通
号
を
授
か
っ
）
15
（
た
。
け
れ
ど
も
、
正
平
十
一
年
（
一

三
五
六
）
に
は
如
来
寺
周
辺
の
地
域
は
南
北
朝
の
動
乱
の
中
で
政
治

的
な
重
要
性
を
失
い
、
如
来
寺
も
急
速
に
衰
退
し
た
よ
う
で
あ
）
16
（

る
。

そ
し
て
、
同
寺
は
永
正
元
年
（
一
五
〇
四
）
に
現
在
地
に
移
転
し

た
。
こ
の
よ
う
な
転
変
を
経
た
た
め
）
17
（

に
、
如
来
寺
に
は
上
述
の
三
如

来
像
以
外
の
仏
像
が
、
当
時
存
在
し
た
の
か
否
か
を
知
る
す
べ
も
な

い
の
で
あ
）
18
（

る
。

　

一
方
、
弘
安
六
年
（
一
二
八
三
）
に
開
創
さ
れ
た
大
慈
寺
で
は
、

正
安
二
年
（
一
三
〇
〇
）
八
月
、
す
な
わ
ち
義
尹
の
示
寂
の
年
に
本

尊
の
釈
迦
如
来
像
が
安
置
さ
れ
た
。
安
永
八
年
（
一
七
七
九
）
に
記

さ
れ
た
胎
内
銘
に
よ
れ
）
19
（
ば
、
同
像
は
義
尹
自
身
が
そ
の
面
部
を
刻

み
、
手
資
行
圓
副
寺
、
大
仏
師
伊
與
法
橋
圓
慶
、
小
仏
師
盛
心
、
木

寄
一
心
善
教
、
明
増
寺
道
智
等
が
作
像
し
た
こ
と
が
窺
わ
れ
る
。
し
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か
し
、
大
慈
寺
は
延
徳
元
年
（
一
四
八
九
）
の
火
災
で
本
尊
の
み
を

残
し
て
七
堂
伽
藍
を
焼
失
し
た
。
そ
の
後
、
三
回
の
火
災
で
堂
宇
を

全
焼
し
て
本
尊
も
焼
損
し
た
が
、
そ
の
度
ご
と
に
「
頂
像
」
の
み
が

火
中
か
ら
救
い
出
さ
れ
た
と
い
う
。
こ
の
「
頂
像
」
が
本
尊
の
釈
迦

像
の
頭
部
の
こ
と
だ
と
す
れ
）
20
（
ば
、
現
在
の
本
尊
仏
の
面
部
は
義
尹
自

刻
の
も
の
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
け
れ
ど
も
、
義
尹
の
時
代
の
他
の

仏
像
は
す
べ
て
失
わ
れ
て
お
り
、
そ
こ
に
宋
文
化
の
影
響
を
確
認
す

る
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
あ
る
。

　

そ
の
代
わ
り
、
も
と
は
山
鹿
市
の
日
輪
寺
に
伝
来
し
た
と
も
考
え

ら
れ
て
い
る
絹
本
著
色
寒
巌
義
尹
画
像
が
、
現
在
大
慈
寺
に
残
さ
れ

て
い
）
21
（

る
。
こ
の
画
像
は
永
仁
七
年
（
一
二
九
九
）、
す
な
わ
ち
義
尹

が
示
寂
す
る
前
年
に
描
か
れ
、
自
ら
賛
文
を
付
し
た
も
の
で
あ
る
。

長
い
年
月
の
間
に
絵
具
の
剥
落
が
進
み
、
体
部
の
描
写
を
確
認
す
る

こ
と
は
で
き
な
い
が
、
幸
い
に
し
て
面
相
部
分
の
み
は
残
さ
れ
て
い

る
。
菊
竹
氏
は
こ
の
頂
像
画
の
作
風
を
、「
十
三
世
紀
後
期
の
九
州

に
あ
っ
て
、
宋
風
の
影
響
を
う
け
た
禅
林
肖
像
画
に
認
め
ら
れ
る
と

こ
ろ
で
あ
る
」
と
評
し
て
い
）
22
（
る
。

　

さ
て
、
こ
の
よ
う
に
義
尹
が
製
作
に
関
与
し
た
と
考
え
ら
れ
る
仏

像
や
仏
画
に
は
、
ほ
ぼ
共
通
し
て
宋
仏
教
の
影
響
が
認
め
ら
れ
る
こ

と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
た
だ
残
念
な
こ
と
に
、
彼
の
二
回
目
の
入

宋
以
後
に
製
作
さ
れ
た
作
品
に
関
し
て
は
、
確
認
さ
れ
て
い
る
作
例

が
少
な
い
た
め
に
十
分
な
検
証
を
行
う
こ
と
は
難
し
い
。
そ
の
た

め
、
こ
の
時
代
の
義
尹
の
活
動
に
反
映
さ
れ
た
宋
文
化
の
影
響
は
、

他
の
観
点
か
ら
検
討
す
る
こ
と
が
必
要
に
な
る
の
で
あ
る
。

三
、
義
尹
に
よ
る
土
木
事
業

　

二
回
目
の
入
宋
以
後
の
義
尹
の
活
動
に
お
い
て
、
重
要
な
意
義
を

持
つ
の
が
土
木
事
業
へ
の
関
わ
り
で
あ
る
。
た
だ
し
、
そ
の
い
ず
れ

に
関
し
て
も
、
具
体
的
な
遺
構
が
残
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い

し
、
ま
た
、
そ
れ
ら
の
事
業
に
お
け
る
宋
の
技
術
の
導
入
を
裏
付
け

る
明
確
な
根
拠
が
あ
る
わ
け
で
は
な
い
。
け
れ
ど
も
、
大
事
業
が
一

人
の
僧
の
主
導
の
下
に
行
わ
れ
て
い
る
こ
と
、
し
か
も
、
そ
の
僧
が

長
期
間
に
わ
た
る
入
宋
経
験
を
持
つ
こ
と
を
勘
案
す
れ
ば
、
そ
こ
に

彼
が
宋
か
ら
も
た
ら
し
た
新
し
い
技
術
の
存
在
、
も
し
く
は
、
そ
の

よ
う
な
技
術
を
保
持
す
る
技
師
達
の
招
請
を
想
定
す
る
こ
と
は
、
あ

な
が
ち
的
外
れ
な
議
論
と
は
言
え
な
い
だ
ろ
う
。

　

義
尹
が
行
っ
た
事
業
の
中
で
も
、
文
献
上
の
典
拠
を
持
つ
が
故

に
、
最
も
注
目
さ
れ
て
い
る
の
が
緑
川
に
お
け
る
大
渡
橋
の
架
設
で
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あ
る
。
建
治
二
年
（
一
二
七
六
）、
こ
の
事
業
を
始
め
る
に
あ
た
っ

て
義
尹
が
撰
し
た
「
大
渡
橋
幹
縁
疏
」
に
よ
れ
）
23
（
ば
、
そ
こ
は
「
九
州

第
一
の
難
所
」
で
あ
り
、「
激
浪
漿
の
如
き
」
白
河
と
「
碧
澤
藍
に

似
た
」
緑
川
と
が
合
流
す
る
地
点
で
あ
っ
た
。
し
か
も
、
そ
こ
は
交

通
の
要
衝
で
あ
り
、「
貴
賤
、
両
岸
に
襲
集
し
、
前
後
を
喧
諍
し
、

人
馬
、
上
を
競
う
。
扁
舟
（
小
舟
）
は
没
し
、
身
命
を
失
う
」
と
い

う
状
況
で
あ
っ
た
。
け
れ
ど
も
、
同
疏
に
は
「
昔
、
未
だ
橋
梁
の
跡

を
有
さ
ず
」
と
記
さ
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
こ
れ
ま
で
は
そ
こ
に
橋

を
架
け
る
こ
と
が
技
術
的
に
困
難
だ
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　

こ
の
こ
と
は
、
弘
安
元
年
（
一
二
七
八
）
七
月
一
日
、
架
橋
工
事

が
完
了
し
た
後
に
義
尹
が
行
っ
た
供
養
の
盛
儀
を
見
れ
ば
明
ら
か
で

あ
る
。
義
尹
自
撰
の
「
大
渡
橋
供
養
草
記
」
に
よ
れ
）
24
（

ば
、「
長
百
尋

余
、
広
一
丈
六
尺
」、
す
な
わ
ち
長
さ
約
一
五
〇
メ
ー
ト
ル
、
幅
約

五
メ
ー
ト
ル
の
橋
の
完
成
を
供
養
す
る
た
め
に
、
兼
三
箇
日
に
わ

た
っ
て
「
華
厳
経
八
十
巻
、
大
集
経
三
十
巻
、
日
蔵
月
蔵
分
二
十

巻
、
大
品
般
若
経
三
十
巻
、
大
般
若
経
六
百
巻
、
法
華
経
八
巻
、
涅

槃
経
等
四
十
二
巻
」
の
読
経
が
不
断
に
行
わ
れ
、
さ
ら
に
は
三
時
法

華
懺
法
が
行
わ
れ
た
。
ま
た
、
千
人
の
僧
侶
を
崛
請
し
て
大
乗
妙
典

（
法
華
経
）
各
一
巻
を
転
読
さ
せ
る
と
と
も
に
、
僧
侶
一
人
ひ
と
り

に
は
袈
裟
一
條
が
奉
施
さ
れ
た
。
加
え
て
、
護
橋
善
神
の
た
め
に
法

楽
舞
楽
が
一
会
行
わ
れ
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
だ
け
盛
大
な
供
養
を

行
っ
た
こ
と
自
体
が
、
橋
の
架
設
が
い
か
に
大
事
業
だ
っ
た
の
か
を

物
語
っ
て
い
る
。
そ
し
て
、
そ
れ
を
可
能
に
す
る
た
め
に
も
、
義
尹

が
宋
伝
来
の
新
し
い
技
術
を
導
入
し
た
と
い
う
こ
と
は
、
十
分
に
考

え
ら
れ
る
こ
と
で
あ
る
。

　

さ
て
、
義
尹
が
行
っ
た
も
う
一
つ
の
大
事
業
に
、
銭
塘
地
区
の
開

拓
が
あ
る
。
た
だ
し
、
こ
の
件
に
関
し
て
は
、
義
尹
の
伝
記
を
ま
と

め
た
各
種
の
史
料
に
記
載
さ
れ
て
い
な
い
。
そ
の
代
わ
り
、
例
え
ば

天
保
十
二
年
（
一
八
四
一
）
に
八
木
田
政
名
が
撰
し
た
『
新
撰
事
蹟

通
考
』「
郷
荘
沿
革
」
に
は
、「
相
伝
。
僧
寒
巌
、
自
㍼宋
國
㍽帰
朝
之

後
、
建
㍼大
慈
寺
㍽住
㍾之
。
弘
安
中
、
散
㍼銭
財
㊥
集
㍾民
、
築
㍼陂

塘
㊥
為
㍼墾
田
⊿
准ナ

ゾ

㍼ラ
ヘ

異
邦
銭
塘
陂
ノ
故
事
㊥
為
㍾名
云
）
25
（

」と
記
さ
れ

て
い
る
。
も
っ
と
も
、
こ
の
伝
承
に
関
し
て
は
、
宝
永
六
年
（
一
七

〇
九
）
に
井
澤
蟠
龍
が
撰
し
た
『
肥
後
地
志
略
』
の
中
で
「
非
な

り
」
と
記
さ
れ
て
い
）
26
（
て
、
問
題
が
な
い
わ
け
で
は
な
い
。
け
れ
ど

も
、
弘
安
七
年
（
一
二
八
四
）
の
「
源
泰
明
寄
進
状
案
」
に
、「
寄

進　

為
大
慈
寺
佛
性
燈
油
䉼
幷
修
理
用
、
可
被
開
発
牟
田
事
」
と
し

て
、「
合　

右
肥
後
國
飽
田
南
郷
河
尻
郷
内　

四
至　

東
限　

西
新
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開
竪
堤
定
、
…
…　

北
限　

龍
王
木
南
際
、
假
令
卅
町
分
、
件
牟
田

荒
野
者
、
泰
明
之
相
伝
地
也
、
…
…
此
則
依
為
泰
明
領
内
之
伽
藍
、

今
以
海
辺
之
牟
田
、
而
所
奉
寄
進
于
彼
寺
用
也
、
早
被
開
発
耕
作

者
、
至
未
来
際
興
隆
加（

伽
）籃
、
供
養
三
宝
之
勝
願
、
定
令
相
続
遐
代
者

歟
」
と
記
さ
れ
て
お
）
27
（
り
、
当
時
、
開
発
を
必
要
と
す
る
三
十
町
分
の

荒
野
が
大
慈
寺
に
寄
進
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
窺
わ
れ
る
。
し
た
が
っ

て
、
大
慈
寺
が
そ
の
土
地
を
開
拓
す
る
必
要
が
あ
っ
た
こ
と
、
な
ら

び
に
、
そ
れ
が
後
に
銭
塘
と
呼
ば
れ
る
地
域
の
一
部
で
あ
っ
た
こ
と

は
確
か
で
あ
）
28
（

る
。
そ
れ
故
、「
海
辺
之
牟
田
」
を
開
発
す
る
た
め
に

も
、
や
は
り
宋
の
先
進
技
術
が
用
い
ら
れ
た
可
能
性
は
認
め
ら
れ
る

で
あ
ろ
う
。
時
代
は
異
な
る
も
の
の
、
お
そ
ら
く
は
唐
の
先
進
技
術

を
用
い
て
讃
岐
の
満
濃
池
を
築
き
上
げ
た
、
空
海
の
事
績
を
思
い
起

こ
さ
せ
る
話
で
あ
る
。

　

な
お
、
義
尹
が
推
進
し
た
土
木
事
業
と
言
え
ば
、
如
来
寺
と
大
慈

寺
の
伽
藍
整
備
も
挙
げ
ら
れ
る
。
残
念
な
が
ら
、
当
時
の
建
造
物
が

残
っ
て
い
な
い
た
め
、
そ
れ
ら
が
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
の
か

を
知
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
た
だ
し
、
義
尹
は
二
度
に
わ
た
る
入
宋

の
際
に
各
地
の
名
刹
を
訪
れ
て
お
り
、
そ
こ
で
彼
の
地
の
禅
宗
寺
院

の
構
造
に
対
す
る
知
見
を
深
め
て
い
た
で
あ
ろ
う
。
そ
う
だ
と
す
れ

ば
、
彼
自
身
が
開
創
し
た
二
か
寺
に
お
い
て
、
自
ら
の
理
想
と
す
る

伽
藍
を
構
築
し
た
と
考
え
て
も
不
思
議
で
は
な
い
。

　

こ
れ
ら
の
寺
院
に
お
い
て
、
義
尹
在
世
当
時
の
様
子
を
伝
え
る
わ

ず
か
な
遺
産
を
見
て
お
こ
う
。
一
つ
は
、
弘
安
一
〇
年
（
一
二
八

七
）
の
銘
文
が
刻
ま
れ
た
大
慈
寺
の
梵
鐘
で
あ
る
。
坪
井
良
平
氏
に

よ
れ
）
29
（
ば
、
こ
の
梵
鐘
を
鋳
造
し
た
「
大
春
日
国
正
」
は
河
内
国
の
鋳

物
師
と
の
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
梵
鐘
に
関
し
て
、
同
氏
は

「
河
内
の
鋳
工
の
も
の
に
は
絶
え
て
み
た
こ
と
の
な
い
独
特
な
竜
頭

で
あ
る
ば
か
り
で
な
く
」、
他
の
部
分
に
関
し
て
も
、「
河
内
の
鋳
師

の
作
と
し
て
は
異
例
の
型
破
り
」
の
特
徴
を
持
つ
も
の
だ
と
評
し
て

い
る
。
ま
た
、
そ
の
理
由
を
、「
彼
は
単
に
監
督
者
の
位
置
に
あ
っ

て
、
実
際
の
仕
事
は
地
方
の
工
人
に
委
せ
た
た
め
」
と
推
測
し
て
い

る
。
そ
う
だ
と
す
れ
ば
、
こ
の
工
人
集
団
を
結
集
さ
せ
、
彼
ら
に
様

式
の
指
示
を
与
え
て
い
た
の
は
義
尹
だ
と
考
え
る
こ
と
も
で
き
る
だ

ろ
う
。
こ
の
様
式
を
受
け
継
ぐ
梵
鐘
が
、
大
慈
寺
に
関
連
す
る
肥
後

の
寺
院
で
後
に
作
成
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
、
そ
の
推
測
を
裏

付
け
て
く
れ
）
30
（
る
。
ち
な
み
に
、
こ
の
梵
鐘
の
様
式
に
対
す
る
宋
の
影

響
は
、
現
在
の
段
階
で
は
指
摘
さ
れ
て
い
な
い
け
れ
ど
も
、
興
味
深

い
点
で
あ
る
。
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そ
し
て
、
も
う
一
つ
が
、
本
稿
の
冒
頭
で
触
れ
た
如
来
寺
の
五
社

堂
に
祀
ら
れ
て
い
る
五
体
の
伽
藍
神
像
で
あ
る
。
今
日
、
曹
洞
宗
寺

院
で
一
般
的
に
祀
ら
れ
て
い
る
伽
藍
神
と
言
え
ば
、
招
宝
七
郎
大
権

修
利
の
み
で
あ
）
31
（
る
。
し
か
し
、『
永
平
寺
三
祖
行
業
記
』
に
よ
れ

ば
、
義
尹
と
相
前
後
し
て
入
宋
し
た
徹
通
義
介
が
永
平
寺
に
「
五

驅
」
の
像
を
安
置
し
て
い
）
32
（
る
。
そ
し
て
、
そ
れ
ら
が
伽
藍
神
で
あ
っ

た
こ
と
は
鈴
木
泰
山
氏
に
よ
っ
て
指
摘
さ
れ
て
い
）
33
（
る
。
ま
た
、
鎌
倉

時
代
に
創
建
さ
れ
た
臨
済
宗
寺
院
に
は
、
複
数
の
伽
藍
神
像
を
安
置

す
る
例
が
知
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
寺
院
に
祀
ら
れ
た
伽
藍
神

は
、
い
ず
れ
も
宋
か
ら
元
の
時
代
に
中
国
の
民
間
で
信
奉
さ
れ
て
い

た
神
々
で
あ
る
と
い
）
34
（

う
。
如
来
寺
の
伽
藍
神
像
は
、
今
日
知
ら
れ
て

い
る
他
の
作
例
に
比
べ
る
と
、
は
る
か
に
素
朴
な
感
じ
は
否
め
な

い
。
ま
た
、
そ
の
製
作
年
代
も
検
討
す
べ
き
課
題
で
あ
）
35
（

る
。
し
か

し
、
こ
の
五
体
の
像
の
存
在
は
、
如
来
寺
、
な
ら
び
に
義
尹
自
身
と

宋
文
化
と
の
密
接
な
関
係
を
物
語
る
に
十
分
な
も
の
で
あ
る
。
の
み

な
ら
ず
、
そ
の
よ
う
な
伽
藍
神
像
を
祀
っ
た
当
時
の
如
来
寺
や
大
慈

寺
の
姿
は
、
今
日
の
我
々
が
想
像
す
る
よ
り
も
、
は
る
か
に
宋
の
禅

宗
様
式
に
忠
実
な
も
の
だ
っ
た
と
推
定
す
る
こ
と
も
で
き
る
の
で
あ

る
。

四
、
義
尹
と
宋
文
化
と
の
接
点

　

本
稿
で
は
、
義
尹
の
活
動
に
お
け
る
宋
文
化
の
影
響
を
、
先
学
の

研
究
成
果
を
参
考
に
し
な
が
ら
追
い
か
け
て
き
た
。
仏
像
製
作
の
面

で
は
、
義
尹
自
作
と
も
伝
え
ら
れ
る
種
々
の
仏
像
に
宋
の
影
響
が
認

め
ら
れ
た
。
ま
た
、
土
木
建
築
の
面
で
は
、
大
渡
橋
の
架
設
や
銭
塘

地
区
の
開
拓
に
お
け
る
技
術
的
な
関
与
と
、
如
来
寺
や
大
慈
寺
の
建

立
に
お
け
る
宋
の
禅
宗
様
式
の
導
入
の
可
能
性
が
推
定
さ
れ
た
。
し

か
し
、
そ
う
し
た
多
方
面
に
お
け
る
宋
文
化
の
導
入
を
、
彼
が
独
力

で
為
し
得
た
と
は
考
え
ら
れ
な
い
。
つ
ま
り
、
義
尹
は
自
ら
も
宋
の

文
化
に
対
す
る
深
い
知
見
を
有
し
な
が
ら
、
一
方
で
は
そ
の
よ
う
な

技
術
を
保
持
す
る
専
門
的
な
技
術
者
達
と
密
接
な
関
係
を
築
い
て
い

た
こ
と
、
他
方
で
は
、
彼
ら
の
指
導
に
も
と
づ
い
て
、
実
際
の
造
形

活
動
や
土
木
事
業
に
従
事
す
る
在
地
の
職
人
集
団
を
掌
握
し
て
い
た

こ
と
が
推
測
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

　

で
は
、
義
尹
が
そ
の
よ
う
な
人
々
と
結
び
付
き
、
宋
の
技
術
や
文

化
を
積
極
的
に
導
入
し
得
た
理
由
は
ど
こ
に
あ
る
の
か
。
も
ち
ろ

ん
、
ま
ず
第
一
に
指
摘
さ
れ
る
べ
き
は
、
義
尹
自
身
の
二
度
に
わ
た

る
入
宋
経
験
で
あ
ろ
う
。
た
だ
し
、
一
回
目
の
入
宋
は
約
一
年
間
で



寒
巌
義
尹
に
よ
る
宋
文
化
の
受
容
（
木
村
）

61─　   ─

あ
り
、
諸
記
録
か
ら
窺
わ
れ
る
訪
問
地
も
明
州
（
浙
江
省
）
の
天
童

山
と
大
慈
山
教
忠
報
国
禅
寺
の
み
で
あ
る
。
そ
れ
に
対
し
て
、
十
年

後
の
二
回
目
の
入
宋
時
に
は
、
約
四
年
の
滞
在
中
に
明
州
（
浙
江

省
）
の
諸
寺
院
の
み
な
ら
ず
、
各
地
の
名
刹
を
巡
拝
し
た
よ
う
で
あ

る
。「
大
慈
寺
宝
塔
幹
縁
疏
」
に
よ
れ
ば
、
台
州
（
浙
江
省
）
の
天

台
山
や
温
州
（
浙
江
省
）
の
雁
蕩
山
を
は
じ
め
、
江
西
、
湖
南
か
ら

潭
州
（
湖
南
省
）
の
洞
庭
湖
ま
で
赴
い
た
こ
と
が
窺
わ
れ
）
36
（
る
。
そ
の

間
に
、
僧
俗
の
様
々
な
人
々
と
の
知
遇
を
得
た
こ
と
は
想
像
に
難
く

な
い
。

　

文
永
四
年
（
一
二
六
七
）、
義
尹
は
「
商
船
」
で
帰
国
し
）
37
（

た
。
そ

し
て
、
以
後
三
年
間
、
彼
は
博
多
の
聖
福
寺
に
留
ま
っ
）
38
（

た
。
当
時
の

博
多
に
は
「
博
多
綱
首
」
と
呼
ば
れ
る
宋
の
商
人
達
、
す
な
わ
ち
日

本
と
宋
の
間
を
頻
繁
に
往
来
し
て
貿
易
に
携
わ
っ
て
い
た
人
々
が
多

数
居
住
し
て
い
た
。
彼
ら
は
有
力
寺
社
に
帰
属
し
、
種
々
の
所
役
を

担
う
代
わ
り
に
、
自
ら
の
権
益
を
確
保
し
て
い
た
。
そ
の
た
め
、
彼

ら
は
自
ら
が
寺
院
を
建
立
し
、
そ
の
地
位
を
有
力
寺
社
と
同
等
の
も

の
に
す
る
こ
と
で
、
所
役
の
負
担
か
ら
逃
れ
る
こ
と
を
目
指
し
た
の

か
も
し
れ
な
）
39
（
い
。
宋
人
達
は
、
自
ら
の
信
仰
に
も
と
づ
い
て
次
々
に

禅
宗
寺
院
を
建
立
し
、
そ
こ
に
宋
風
の
伽
藍
を
整
備
し
た
。
そ
の
結

果
、
こ
う
し
た
宋
の
商
人
達
は
入
宋
僧
や
渡
来
僧
と
な
ら
ん
で
、
宋

朝
禅
を
日
本
に
も
た
ら
す
直
接
の
媒
介
者
に
な
っ
て
い
っ
）
40
（
た
。
聖
福

寺
は
そ
の
よ
う
な
禅
宗
寺
院
の
先
駆
け
と
し
て
、
建
久
六
年
（
一
一

九
五
）
頃
、
宋
人
達
が
寺
地
を
寄
進
し
て
建
立
し
た
と
伝
え
ら
れ
て

い
る
。
つ
ま
り
、
聖
福
寺
は
当
時
の
我
が
国
に
お
い
て
、
日
宋
間
の

貿
易
の
一
つ
の
拠
点
で
あ
る
と
同
時
に
、
宋
朝
禅
導
入
の
重
要
な
窓

口
だ
っ
た
の
で
あ
る
。「
商
船
」
で
帰
国
し
た
ば
か
り
の
義
尹
は
そ

の
聖
福
寺
に
留
ま
る
こ
と
で
、
宋
人
と
の
つ
な
が
り
を
さ
ら
に
深
め

る
と
と
も
に
、
様
々
な
分
野
の
職
人
と
の
関
係
も
築
い
て
い
っ
た
こ

と
だ
ろ
う
。
そ
れ
と
同
時
に
、
彼
は
自
ら
に
対
す
る
外
護
者
の
出
現

を
待
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
）
41
（

か
。

　

こ
う
し
た
宋
の
商
人
達
の
中
で
、
こ
こ
で
特
に
注
目
さ
れ
る
の
が

「
張
」
姓
を
持
つ
宋
の
商
人
集
団
で
あ
）
42
（

る
。
彼
ら
は
「
聖
福
寺
の
開

基
檀
越
と
し
て
禅
宗
へ
の
外
護
を
加
え
る
一
方
、
ま
た
近
辺
の
筥
崎

八
幡
宮
へ
も
寄
人
と
し
て
帰
属
関
係
を
持
っ
て
い
た
」。
そ
の
中
の

一
人
と
思
わ
れ
る
「
ち
や
う（
張
）の
二
郎
」
が
、「
は
こ
さ
き（
筥

崎
）の
四
郎
」
か
ら
伝
え
ら
れ
た
四
天
王
寺
の
舎
利
を
義
尹
に
伝
え

て
い
る
。
し
か
も
、
そ
れ
は
義
尹
が
如
来
寺
を
開
創
し
た
後
の
建
治

三
年
（
一
二
七
七
）
の
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
義
尹
は
肥
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後
に
活
動
の
拠
点
を
定
め
た
後
も
、
博
多
に
居
住
す
る
宋
の
商
人
と

の
関
係
を
保
っ
て
い
た
こ
と
が
明
ら
か
に
な
）
43
（
る
。
こ
の
点
に
こ
そ
、

彼
の
活
動
に
宋
文
化
の
影
響
を
も
た
ら
し
た
大
き
な
原
動
力
が
存
し

て
い
た
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

　

ち
な
み
に
、
義
尹
に
伝
え
ら
れ
た
四
天
王
寺
の
舎
利
は
、
そ
の
由

来
を
伝
え
る
「
仏
舎
利
相
伝
記
」
に
よ
れ
ば
、「
尊
阿
」、「
峯
圓

行
」
を
経
て
「
は
こ
さ
き
の
四
郎
」
に
伝
え
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。

こ
の
こ
と
か
ら
、
上
田
純
一
氏
は
宋
の
商
人
達
の
通
行
圏
が
摂
津
四

天
王
寺
に
ま
で
及
ん
で
い
た
と
推
測
し
て
い
る
。
さ
ら
に
同
氏
に
よ

れ
ば
、
義
尹
の
弟
子
で
あ
っ
た
八
坂
法
観
寺
の
釈
運
は
、
瀬
戸
内
海

と
京
都
間
の
航
路
の
要
地
で
あ
る
摂
津
国
の
三
か
所
の
関
の
管
理
と

運
営
を
行
っ
て
い
た
可
能
性
が
あ
る
と
い
）
44
（

う
。
義
尹
は
、
宋
か
ら
博

多
を
経
て
瀬
戸
内
に
至
る
ま
で
の
流
通
を
担
う
様
々
な
人
々
と
の

ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
築
き
上
げ
て
い
た
の
で
あ
）
45
（

る
。
彼
は
こ
の
ネ
ッ
ト

ワ
ー
ク
の
活
用
を
前
提
と
し
な
が
ら
、
未
だ
禅
の
教
え
が
普
及
し
て

い
な
い
瀬
戸
内
以
西
の
新
た
な
土
地
を
目
指
し
た
の
で
は
な
か
ろ
う

か
。
つ
ま
り
、
義
尹
が
九
州
に
留
ま
り
つ
つ
、
し
か
も
肥
後
を
後
半

生
の
活
動
の
拠
点
と
し
た
理
由
の
一
つ
を
、
こ
こ
に
認
め
る
こ
と
が

で
き
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
い
ず

れ
稿
を
改
め
て
詳
し
く
論
じ
る
こ
と
に
し
た
い
。

注（
１
） 

義
尹
の
伝
記
を
ま
と
め
た
資
料
と
し
て
、
一
般
に
知
ら
れ
て
い
る

の
は
次
の
八
点
（
成
立
年
代
順
）
で
あ
る
。

　
　

Ⓐ
北
嶋
雪
山
『
國
郡
一
統
志
』「
大
梁
山
大
慈
寺
」（
寛
文
九
年
（
一

六
六
九
）、
復
刻
（
肥
後
国
史
料
叢
書
第
一
巻
、
青
潮
社
、
一
九

七
一
）
二
八

－

五
〇
頁
）。

　
　

Ⓑ
懶
禅
舜
融
『
日
域
曹
洞
列
祖
行
業
記
』「
寒
巌
尹
禅
師
」（
寛
文
十

三
年
（
一
六
七
三
）、『
曹
洞
宗
全
書
』
史
伝
上
（
曹
洞
宗
全
書
刊

行
会
編
・
発
行
、
一
九
二
九
）
三
〇

－

三
一
頁
）。

　
　

Ⓒ
高
泉
性
潡
『
扶
桑
禅
林
僧
宝
伝
』
巻
第
二
「
大
慈
寺
寒
巌
禅
師

伝
」（
延
宝
三
年
（
一
六
七
五
）、『
大
日
本
佛
教
全
書
』
第
七
〇

巻
（
鈴
木
学
術
財
団
編
・
発
行
、
一
九
七
二
）
一
四
〇
頁
）。

　
　

Ⓓ
卍
元
師
蛮
『
延
宝
伝
燈
録
』
巻
第
七
『
肥
後
州
大
梁
山
大
慈
寺
寒

嵓
義
尹
禅
師
」（
延
宝
六
年
（
一
六
七
八
）、『
大
日
本
佛
教
全

書
』
第
一
〇
八
巻
（
高
楠
順
次
郎
・
望
月
信
亨
編
、
潮
書
房
、
一

九
三
一
）
一
一
六
頁
）。

　
　

Ⓔ
湛
元
自
澄
『
日
域
洞
上
諸
祖
伝
』
巻
之
上
「
大
慈
寺
寒
巌
尹
禅
師

伝
」（
元
禄
六
年
（
一
六
九
三
）、『
曹
洞
宗
全
書
』
史
伝
上
（
曹

洞
宗
全
書
刊
行
会
編
・
発
行
、
一
九
二
九
）
四
三

－

四
四
頁
）。

　
　

Ⓕ
卍
元
師
蛮
『
本
朝
高
僧
伝
』
巻
第
二
十
「
肥
後
大
慈
寺
沙
門
義
尹　
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伝
」（
元
禄
十
五
年
（
一
七
〇
二
）、『
大
日
本
佛
教
全
書
』
第
一

〇
二
巻
（
高
楠
順
次
郎
・
望
月
信
亨
編
、
大
日
本
佛
教
全
書
刊
行

会
、
一
九
三
一
）
二
九
二

－

二
九
三
頁
）。

　
　

Ⓖ
嶺
南
秀
恕
『
日
本
洞
上
聯
燈
録
』
巻
第
二
「
肥
後
州
大
梁
山
大
慈

寺
寒
巌
義
尹
禅
師
」（
享
保
十
二
年
（
一
七
二
七
）、『
曹
洞
宗
全

書
』
史
伝
上
（
曹
洞
宗
全
書
刊
行
会
編
・
発
行
、
一
九
二
九
）
二

四
三

－

二
四
四
頁
）。

　
　

Ⓗ
撰
者
不
詳
『
肥
後
州
大
慈
寺
開
山
寒
巌
禅
師
略
伝
』（
成
立
年
不

詳
、『
曹
洞
宗
全
書
』
史
伝
下
（
曹
洞
宗
全
書
刊
行
会
編
・
発

行
、
一
九
三
八
）
二
五
九
頁
）。

　
　

上
記
の
中
で
、
Ⓓ
と
Ⓕ
は
同
じ
撰
者
の
作
で
あ
る
。
ま
た
、
Ⓔ
が
Ⓑ

を
参
照
し
て
い
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
な
お
、
こ
の
他
に
、
舘
隆

志
「
新
出
資
料
・
寒
巌
尹
和
尚
本
伝
に
つ
い
て
」（『
宗
教
学
論
集
（
駒

澤
宗
教
学
研
究
会
）』
二
五
、
二
〇
〇
六
）
は
、
宮
内
庁
書
陵
部
に
写

本
一
本
と
浜
松
市
普
済
寺
に
写
本
二
本
が
存
在
す
る
Ⓘ
『
寒
巌
尹
和
尚

本
伝
』
を
紹
介
し
、
そ
れ
ら
三
本
の
写
本
の
内
容
の
対
照
を
行
っ
て
い

る
。
そ
の
上
で
、
舘
隆
志
「
寒
巌
義
尹
の
伝
記
資
料
│
寒
巌
尹
和
尚
本

伝
を
中
心
と
し
て
│
」（『
曹
洞
宗
研
究
員
研
究
紀
要
』
三
六
、
二
〇
〇

六
）
五
〇

－
五
一
頁
は
、
Ⓘ
は
Ⓗ
を
修
正
し
て
作
ら
れ
た
も
の
で
あ

り
、
一
方
、
Ⓐ
は
Ⓘ
を
参
照
し
て
書
か
れ
た
こ
と
は
「
疑
い
よ
う
が
な

い
」
と
述
べ
、
Ⓗ
と
Ⓘ
は
Ⓐ
よ
り
も
前
に
成
立
し
た
も
の
で
あ
る
と
結

論
づ
け
て
い
る
。
加
え
て
同
氏
は
、
Ⓘ
は
「
お
そ
ら
く
は
中
世
資
料
と

み
ら
れ
」
る
と
も
記
し
て
い
る
（
前
掲
「
新
出
資
料
・
寒
巌
尹
和
尚
本

伝
に
つ
い
て
」
九
五
頁
）。

（
２
） 

五
社
堂
の
像
が
も
と
も
と
伽
藍
神
で
あ
る
こ
と
は
、
管
見
の
限
り

こ
れ
ま
で
指
摘
さ
れ
て
い
な
い
。『
県
内
主
要
寺
院
歴
史
資
料
調
査
報

告
書
（
二
）
熊
本
市
〜
城
南
地
区 

資
料
篇
』（
熊
本
県
立
美
術
館
編
・

発
行
、
一
九
八
三
）
二
四
五

－

二
四
六
頁
や
、『
宇
土
市
の
美
術
工

芸
』（
宇
土
市
史
研
究
第
二
八
号
、
宇
土
市
教
育
委
員
会
、
二
〇
〇

七
）
一
〇

－

一
一
頁
で
も
、
単
に
「
木
造
男
神
倚
像
」
と
記
さ
れ
て
い

る
の
み
で
あ
る
。
し
か
し
、
お
そ
ら
く
招
宝
七
郎
大
権
修
利
と
祠
山
張

大
帝
を
含
む
で
あ
ろ
う
こ
の
五
体
の
像
は
、
中
世
の
曹
洞
宗
寺
院
に
お

け
る
伽
藍
神
像
と
し
て
貴
重
な
作
例
と
思
わ
れ
る
。
本
来
で
あ
れ
ば
、

こ
の
五
体
の
像
も
宋
文
化
と
の
関
連
と
い
う
意
味
で
は
重
要
な
事
例
で

あ
り
、
詳
述
す
べ
き
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
本
稿
で
は
後
に
簡
単
に

触
れ
る
に
と
ど
め
、
詳
し
く
は
別
稿
を
期
す
こ
と
に
し
た
い
。

（
３
） 

如
来
寺
で
以
前
に
配
布
さ
れ
て
い
た
「
三
日
山
如
来
禅
寺
参
拝
の

し
お
り
」
で
も
、「
五
社
大
明
神
＝
支
那
大
官
の
装
束
五
人
像
（
五
十

糎
）、
寒
巌
禅
師
帰
朝
の
お
と
も
を
し
て
来
た
土
木
、
工
芸
、
産
業
、

文
化
等
の
技
術
者
で
、
銭
塘
干
拓
、
大
渡
架
橋
等
に
彩
を
は
な
っ
た
も

の
で
あ
ろ
う
。（
願
ご
と
の
万
般
の
参
詣
多
い
）」
と
記
さ
れ
て
い
る
。

（
４
） 

如
来
寺
の
本
尊
の
三
如
来
像
と
、
義
尹
像
、
韋
駄
天
像
に
対
し
て

は
、
天
明
四
年
（
一
七
八
四
）
の
序
を
持
つ
寺
本
直
廉
『
古
今
肥
後
見

聞
雑
記
』（『
肥
後
國
地
誌
集
』
所
収
、
森
下
功
・
松
本
寿
三
郎
編
、
肥

後
国
史
料
叢
書
第
四
巻
、
青
潮
社
、
一
九
八
〇
）
二
五
五
頁
に
義
尹
の

作
と
い
う
伝
承
が
記
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
如
来
寺
の
本
尊
に
つ
い
て
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は
、
宝
永
六
年
（
一
七
〇
九
）
の
井
澤
蟠
龍
『
肥
後
地
志
略
』（
前
掲

『
肥
後
國
地
誌
集
』
所
収
）
五
五
頁
で
も
「
宇
土
郡
三
日
山
如
来
寺
を

建
立
し
、
義
尹
自
刻
の
釈
迦
弥
陀
薬
師
を
安
置
す
」
と
記
さ
れ
て
お

り
、
義
尹
像
に
つ
い
て
は
、
寛
文
九
年
（
一
六
六
九
）
の
北
嶋
雪
山

『
國
郡
一
統
志
』（
復
刻
、
肥
後
国
史
料
叢
書
第
一
巻
、
青
潮
社
、
一
九

七
一
）
三
〇
六
頁
に
お
い
て
「
寺
有
寒
巌
尹
上
人
像
上
人
自
作
頂
相
毎

刀
三
拝
成
」
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

　
　

一
方
、
大
慈
寺
の
本
尊
の
釈
迦
如
来
像
に
つ
い
て
は
、『
國
郡
一
統

志
』
と
同
像
の
胎
内
銘
に
、
義
尹
が
面
相
を
自
作
し
た
こ
と
が
記
さ
れ

て
い
る
（
こ
の
点
に
つ
い
て
、
詳
し
く
は
注（
19
）を
参
照
）。
ま
た
、

『
肥
後
地
志
略
』
五
五
頁
に
も
「
弘
安
六
年
一
寺
を
大
渡
に
構
へ
て
、

釈
迦
文
殊
普
賢
を
自
ら
彫
刻
し
て
安
置
す
」
と
記
さ
れ
て
お
り
、
同
様

の
記
載
は
注（
1
）に
示
し
た
義
尹
の
伝
記
の
中
の
Ⓑ
、
Ⓔ
、
Ⓖ
に
も
存

在
す
る
。

（
５
） 

韋
駄
天
像
に
関
し
て
、『
県
内
主
要
寺
院
歴
史
資
料
調
査
報
告
書

（
二
）
熊
本
市
〜
城
南
地
区 

資
料
篇
』（
注（
2
）参
照
）
二
四
五
頁
と

『
宇
土
市
の
美
術
工
芸
』（
注（
２
）参
照
）
一
〇
頁
は
、
い
ず
れ
も
桃
山

時
代
の
作
と
推
定
し
て
い
る
。

（
６
） 

義
尹
の
一
回
目
の
入
宋
年
を
、
注（
1
）に
示
し
た
義
尹
の
伝
記
の

中
の
Ⓐ
、
Ⓕ
、
Ⓖ
、
Ⓗ
は
建
長
五
年
（
一
二
五
三
）、
義
尹
三
七
歳
の

時
と
記
し
、
Ⓑ
と
Ⓔ
は
寛
元
元
年
（
一
二
四
三
）、
義
尹
二
七
歳
の
時

と
す
る
。
な
お
、
Ⓑ
は
建
長
五
年
説
の
存
在
を
指
摘
し
な
が
ら
、
そ
れ

を
退
け
て
い
る
。
ま
た
、
Ⓓ
の
み
は
「
建
長
末
年
。
年
垂
㍼四
十
㍽」
と

記
し
て
い
る
。
こ
の
中
で
帰
国
年
を
示
し
て
い
る
の
は
Ⓐ
と
Ⓖ
で
あ

り
、
い
ず
れ
も
建
長
五
年
の
入
宋
と
翌
年
の
帰
国
を
伝
え
て
い
る
。
ち

な
み
に
、
佐
藤
秀
孝
「
義
介
・
義
尹
と
入
宋
問
題
」（『
宗
学
研
究
』
三

二
、
一
九
九
〇
）
一
五
二
頁
は
、「『
仏
祖
正
伝
菩
薩
戒
作
法
』
の
奥
書

に
よ
れ
ば
、
道
元
禅
師
親
筆
の
同
書
を
懐
弉
が
建
長
六
年
九
月
九
日
に

蔵
主
の
義
尹
に
伝
写
せ
し
め
て
い
る
か
ら
、
そ
れ
以
前
に
は
義
尹
は
帰

国
し
て
永
平
寺
に
在
っ
た
こ
と
に
な
ろ
う
」
と
記
し
て
い
る
。
一
方
、

二
回
目
の
入
宋
年
を
、
Ⓐ
は
弘
長
三
年
（
一
二
六
三
）
と
記
し
て
い
る

が
、
Ⓑ
、
Ⓔ
、
Ⓖ
は
文
永
元
年
（
一
二
六
四
）
と
し
て
い
る
。
な
お
、

Ⓒ
、
Ⓓ
、
Ⓕ
、
Ⓗ
は
二
度
目
の
入
宋
に
触
れ
て
い
な
い
。

（
７
） 

『
肥
後
國
誌
』
上
巻
（
後
藤
是
山
編
、
第
二
刷
、
青
潮
社
、
一
九

七
一
）
九
八
頁
の
中
で
、
報
恩
寺
は
次
の
よ
う
に
記
さ
れ
て
い
る
（
句

読
点
は
引
用
者
が
付
し
た
）。

　

 

「 

報
恩
寺
徳
輝
山
〈
坪
井
〉。
禅
宗
洞
家
川
尻
大
慈
寺
ノ
末
寺
。
宇
土

郡
古
保
里
村
ニ
ア
リ
。〈
略
〉
文
永
年
中
、
古
保
里
領
主
ノ
息
女
素

妙
尼
〈
略
〉
建
立
ト
云
伝
フ
。
開
山
ハ
大
慈
寺
寒
巌
ノ
高
弟
仁
叟
浄

煕
和
尚
〈
大
慈
寺
四
世
〉
也
。
永
正
年
中
熊
本
ヘ
引
移
ス
。」

　
　

ま
た
、
寺
本
直
廉
『
古
今
肥
後
見
聞
雑
記
』（
注（
4
）参
照
）
二
五

五
頁
に
お
け
る
如
来
寺
の
記
事
の
中
に
、「
又
大
門
と
云
所
村
之
南
入

口
ニ
有
、
寺
有
時
之
惣
門
成
り
し
所
と
云
、
其
辺
ニ
小
寺
も
有
り
し

由
、
又
尼
寺
之
跡
等
有
と
云
々
、〈
此
尼
寺
之
跡
ト
テ
候
ハ
按
ル
ニ
素

妙
尼
之
庵
跡
由
〉」
と
記
さ
れ
て
お
り
、『
如
来
寺
跡
』（
宇
土
半
島
基

部
古
墳
群
分
布
調
査
報
告
（
Ⅲ
）・
宇
土
市
埋
蔵
文
化
財
調
査
報
告
書
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第
九
集
、
宇
土
市
教
育
委
員
会
編
・
発
行
、
一
九
八
四
）
四
六
頁
と
五

七
頁
は
、
こ
の
尼
寺
を
報
恩
寺
と
推
測
し
て
い
る
。

（
８
） 
如
来
寺
の
釈
迦
像
の
銘
文
は
高
木
恭
二
「
如
来
寺
仏
像
の
胎
内
銘

に
つ
い
て
」（『
宇
土
市
史
研
究
』
一
、
一
九
八
〇
）
一
二
頁
、
報
恩
寺

の
観
音
像
の
銘
文
は
有
木
芳
隆
「
熊
本
市
報
恩
寺
の
正
元
二
年
銘
木
造

十
一
面
観
音
菩
薩
立
像
に
つ
い
て
│
曹
洞
宗
・
寒
巌
義
尹
禅
師
の
造
像

活
動
│
」（『
デ 

ア
ル
テ
』
一
〇
、
一
九
九
四
）
二
五
頁
に
よ
る
。

（
９
） 

如
来
寺
の
三
如
来
像
は
、
印
相
を
異
に
す
る
以
外
は
外
形
的
に
極

め
て
近
似
し
て
い
る
。
だ
が
、
菊
竹
淳
一
「
寒
巌
義
尹
像
の
周
辺
」

（『
佛
教
藝
術
』
一
六
六
、
一
九
八
六
）
や
有
木
芳
隆
「
肥
後
・
寒
巌
義

尹
の
造
像
活
動
に
つ
い
て
」（『
美
術
史
』
四
六
（
二
）、
一
九
九
七
）

の
詳
細
な
検
討
に
よ
れ
ば
、
胎
内
銘
を
持
た
な
い
阿
弥
陀
像
と
薬
師
像

は
ほ
ぼ
同
じ
手
法
で
あ
る
の
に
対
し
て
、
こ
れ
ら
両
像
と
釈
迦
像
と
で

は
使
用
材
と
作
風
に
違
い
が
見
ら
れ
る
と
の
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
た

め
、
菊
竹
氏
は
「
釈
迦
像
は
正
元
二
年
に
義
尹
の
直
接
の
指
導
の
も
と

に
造
立
さ
れ
た
の
に
対
し
て
、
阿
弥
陀
像
と
薬
師
像
は
釈
迦
像
の
製
作

と
あ
ま
り
間
を
お
か
ず
に
釈
迦
像
の
作
柄
に
似
せ
て
追
作
し
た
も
の
と

考
え
ら
れ
る
」
と
推
定
し
て
い
る
（
三
八
頁
）。
さ
ら
に
有
木
氏
は
、

報
恩
寺
の
観
音
像
は
如
来
寺
の
阿
弥
陀
像
や
薬
師
像
と
同
じ
仏
師
に
よ

る
造
像
で
は
な
い
か
と
推
測
し
た
上
で
、「
釈
迦
像
は
他
の
像
に
比
較

し
て
作
行
が
優
れ
て
お
り
、
中
心
的
な
存
在
の
人
物
が
ま
ず
釈
迦
像
を

造
像
し
て
、（
正
元
二
年
正
月
）、
報
恩
寺
像
な
ど
は
そ
の
作
風
に
倣
っ

て
ほ
ぼ
同
時
期
に
（
同
年
五
月
カ
）
造
ら
れ
た
こ
と
が
い
え
よ
う
」
と

論
じ
て
い
る
（
一
六
二
頁
）。
ま
た
、
製
作
し
た
仏
師
に
関
し
て
、
菊

竹
氏
は
「
肥
後
在
住
の
仏
師
」
と
み
な
し
（
三
八
頁
）、
有
木
氏
も

「
慶
派
の
技
術
に
学
ん
だ
仏
師
」
で
あ
り
、
し
か
も
「
畿
内
の
造
仏
技

法
を
修
得
し
て
地
方
で
造
像
を
行
っ
て
い
た
仏
師
」
の
作
例
と
推
測
し

て
い
る
（
一
六
二

－

一
六
四
頁
）。

（
10
） 

『
第
五
回
熊
本
の
美
術
展 

中
世
の
美
術
』（
熊
本
県
立
美
術
館

編
・
発
行
、
一
九
八
〇
）
列
品
解
説
三
五
（
頁
記
載
な
し
）
に
よ
る
。

な
お
、
北
嶋
雪
山
『
國
郡
一
統
志
』（
注（
4
）参
照
）
三
〇
五
頁
に

は
、「
三
日
山
如
来
禅
寺
者
、
寒
巌
尹
和
尚
帰
朝
之
後
、
因
素
妙
尼
之

請
到
此
郷
、
文
永
六
年
乃
建
此
寺
、
七
堂
伽
藍
大
成
、
塑
釋
迦
、
阿
弥

陀
、
弥
勒

4

4

宝
像
、
故
有
三
日
如
来
名
職
此
之
由
也
」
と
記
さ
れ
て
い
る

（
句
読
点
と
傍
点
は
引
用
者
が
付
し
た
）。

（
11
） 

有
木
前
掲
論
文
（
注（
9
）参
照
）
一
六
四
頁
。
た
だ
し
、
同
氏
は

こ
れ
を
義
尹
が
「
入
宋
し
て
天
台
山
や
阿
育
王
山
な
ど
を
訪
ね
た
」
こ

と
の
成
果
と
み
な
し
て
い
る
。
し
か
し
、
一
回
目
の
入
宋
は
比
較
的
短

い
期
間
と
推
定
さ
れ
る
た
め
、
彼
が
こ
う
し
た
地
を
訪
ね
た
の
は
、
佐

藤
前
掲
論
文
（
注（
6
）参
照
）
一
五
五
頁
が
述
べ
て
い
る
よ
う
に
、
二

回
目
の
入
宋
時
と
考
え
た
方
が
よ
い
で
あ
ろ
う
。
こ
の
点
に
つ
い
て

は
、
あ
わ
せ
て
本
文
中
の
注（
36
）を
付
し
た
箇
所
を
参
照
。

（
12
） 

有
木
前
掲
論
文
（
注（
9
）参
照
）
一
五
九

－

一
六
〇
頁
。
ち
な
み

に
、
有
木
氏
が
指
摘
す
る
納
入
物
の
銘
文
に
は
、
義
尹
の
名
前
と
と
も

に
、「
畫
像
建
立
十
一
面
観
音
」、「
建
長
六
□　

秋
比
造
畫　

今
以
同

安
□
也
」
と
の
記
述
が
含
ま
れ
て
い
る
（
同
論
文
一
六
八

－

一
六
九
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頁
、
注
一
二
、「
四
．
木
像
容
器
」
に
よ
る
）。
し
た
が
っ
て
、
当
該
画

像
の
製
作
時
期
は
建
長
六
年
の
秋
と
推
定
さ
れ
る
。
と
こ
ろ
が
、
注

（
６
）で
示
し
た
佐
藤
秀
孝
氏
の
指
摘
に
よ
れ
ば
、
義
尹
は
同
年
九
月
九

日
に
は
永
平
寺
に
い
た
と
思
わ
れ
る
。
つ
ま
り
、
こ
の
二
つ
の
日
程
を

こ
な
す
た
め
に
、
義
尹
は
非
常
に
精
力
的
な
移
動
を
行
っ
て
い
た
と
考

え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
13
） 

菊
竹
前
掲
論
文
（
注（
9
）参
照
）
三
八

－

三
九
頁
。
ち
な
み
に
、

義
尹
が
正
応
二
年
（
一
二
八
九
）
に
著
し
た
「
大
慈
寺
宝
塔
幹
縁
疏
」

（『
第
十
一
回
熊
本
の
美
術
展 
寒
巌
派
の
歴
史
と
美
術
』（
熊
本
県
立
美

術
館
編
・
発
行
、
一
九
八
六
）
七
二

－

七
三
頁
（
図
版
解
説
一
七
））

に
は
「
登
育
王
山
致
礼
於
如
来
舎
利
、
略
八
萬
千
餘
拝
也
」
と
記
さ
れ

て
い
る
。
ま
た
、
注（
1
）に
示
し
た
義
尹
の
伝
記
の
中
の
Ⓕ
に
は
、

「
躋
㍼熊
耳
峰
⊿
禮
㍼初
祖
塔
㍽三
千
五
百
拝
。
時
舎
利
三
粒
現
㍼於
坐
具

上
㍽」
と
い
う
入
宋
中
に
体
験
し
た
奇
瑞
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
た
だ

し
、
後
述
す
る
よ
う
に
、
義
尹
は
四
天
王
寺
の
舎
利
を
入
手
し
て
い
る

が
、
上
田
純
一
『
九
州
中
世
禅
宗
史
の
研
究
』（
文
献
出
版
、
二
〇
〇

〇
）
二
一
〇
頁
に
よ
れ
ば
、
四
天
王
寺
の
舎
利
信
仰
は
院
政
期
の
頃
か

ら
特
に
流
行
し
て
い
た
と
の
こ
と
で
あ
る
。
ま
た
、
中
尾
良
信
『
日
本

禅
宗
の
伝
説
と
歴
史
』（
歴
史
文
化
ラ
イ
ブ
ラ
リ
ー
、
吉
川
弘
文
館
、

二
〇
〇
五
）
一
〇
二

－

一
一
二
頁
は
、
達
磨
宗
に
お
け
る
舎
利
信
仰
の

存
在
を
指
摘
し
て
い
る
。
義
尹
が
道
元
門
下
に
参
ず
る
以
前
に
達
磨
宗

と
の
関
わ
り
を
有
し
て
い
た
か
否
か
に
つ
い
て
は
検
討
を
要
す
る
が
、

上
田
純
一
「
中
世
の
宗
教
」（『
新
宇
土
市
史 

通
史
編
第
二
巻 

中
世
・

近
世
』
宇
土
市
史
編
纂
委
員
会
編
、
宇
土
市
、
二
〇
〇
七
）
二
二
四
頁

が
指
摘
し
て
い
る
よ
う
に
、
彼
の
舎
利
信
仰
を
達
磨
宗
と
の
関
連
か
ら

考
察
す
る
こ
と
も
有
効
か
も
し
れ
な
い
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
義
尹
の
舎

利
信
仰
を
単
純
に
宋
仏
教
の
影
響
と
断
ず
る
こ
と
に
は
、
慎
重
さ
が
求

め
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。

　
　

と
こ
ろ
で
、
菊
竹
氏
の
前
掲
論
文
四
一

－

四
三
頁
に
よ
れ
ば
、
大
慈

寺
に
伝
わ
る
木
造
寒
巌
義
尹
坐
像
の
鼻
と
口
の
中
間
部
に
、
数
粒
の
舎

利
状
の
硬
質
物
を
裂
類
で
包
ん
だ
よ
う
な
納
入
物
が
あ
る
こ
と
が
Ｘ
線

写
真
に
よ
っ
て
確
認
さ
れ
て
い
る
。
も
っ
と
も
、
こ
の
像
の
垂
裳
先
部

裏
面
に
記
さ
れ
た
墨
書
銘
に
よ
れ
ば
、
当
初
の
像
は
天
文
九
年
（
一
五

四
〇
）
の
兵
火
で
焼
失
し
、
顔
面
部
の
み
が
火
中
か
ら
取
り
出
さ
れ

た
。
そ
こ
で
、
天
文
十
一
年
（
一
五
四
二
）
に
体
部
を
補
作
し
て
、
現

在
の
像
が
再
興
さ
れ
た
と
の
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
故
、
こ
の
納
入
物
の

由
来
に
は
疑
問
が
残
る
け
れ
ど
も
、
菊
竹
氏
は
「
こ
の
納
入
品
が
舎
利

で
あ
る
と
す
れ
ば
、
納
入
の
時
期
に
つ
い
て
は
問
題
が
あ
る
も
の
の
、

こ
れ
は
義
尹
に
由
縁
の
ふ
か
い
舎
利
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
よ
う
」
と

論
じ
て
い
る
。

（
14
） 

布
目
順
郎
「
如
来
寺
仏
像
胎
内
か
ら
出
た
絹
製
品
に
つ
い
て
」

（『
宇
土
市
史
研
究
』
二
、
一
九
八
一
）
二
九

－

三
〇
頁
。

（
15
） 

北
嶋
雪
山
『
國
郡
一
統
志
』（
注（
4
）参
照
）
三
〇
六

－

三
一
〇

頁
に
よ
る
。

（
16
） 
『
如
来
寺
跡
』（
注（
7
）参
照
）
五
九
頁
。

（
17
） 
昭
和
二
〇
年
七
月
一
日
以
前
に
作
成
さ
れ
た
「
熊
本
県
旧
寺
院
台
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帳
」
の
記
載
（
下
田
曲
水
「
大
慈
寺
の
寒
巌
義
尹
文
書
」
所
載
、『
熊

本
県
文
化
財
調
査
報
告
書
』
三
、
一
九
六
二
、
一
一
〇

－

一
一
一
頁
）

に
よ
れ
ば
、
如
来
寺
が
現
在
地
に
移
転
し
た
後
の
天
正
年
間
（
一
五
七

三

－

一
五
九
二
）
に
も
、
キ
リ
シ
タ
ン
大
名
の
小
西
行
長
に
よ
る
「
神

社
仏
閣
ヲ
焼
壊
ス
ル
ノ
刻
ニ
其
災
ニ
罹
ル
」
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
。

同
台
帳
に
よ
れ
ば
、「
時
ノ
住
職
虎
山
和
尚
潜
ニ
本
尊
等
ヲ
携
テ
山
中

ニ
匿
ス
」
と
の
こ
と
で
あ
る
。

（
18
） 

愛
知
県
春
日
井
市
に
あ
る
萬
松
山
常
安
寺
の
本
尊
の
釈
迦
如
来
像

に
は
、「
応
永
年
中
（
引
用
者
注
、
一
三
九
四

－

一
四
二
八
）
当
寺
開

基
家
藤
原
朝
臣
溝
口
候
事
ニ
因
て
九
州
に
下
向
す
。
其
頃
如
来
寺
大
に

頽
廃
し
て
如
是
の
異
像
随
侍
の
僧
な
し
。
故
に
候
永
楽
銭
百
貫
文
を
寄

附
し
此
如
来
を
招
請
、
即
ち
当
寺
の
本
尊
と
仰
奉
る
」
と
い
う
伝
承
が

伝
わ
っ
て
い
る
（「
尾
州
春
日
井
郡
豊
場 
萬
松
山
常
安
寺
本
尊
略
縁

記
」、『
如
来
寺
跡
』（
注（
7
）参
照
）
史
料
編
一
四

－

一
五
頁
、
句
読

点
は
引
用
者
が
付
し
た
）。
こ
の
よ
う
な
形
で
、
如
来
寺
に
祀
ら
れ
て

い
た
仏
像
が
他
の
寺
に
移
さ
れ
た
可
能
性
は
否
定
で
き
な
い
。
た
だ

し
、
常
安
寺
の
本
尊
は
、
こ
の
略
縁
起
に
よ
れ
ば
天
竺
毘
首
羯
摩
天
の

作
と
さ
れ
て
お
り
、
義
尹
の
「
自
作
」
と
は
伝
え
ら
れ
て
い
な
い
。

（
19
） 

こ
の
胎
内
銘
は
、
安
永
八
年
（
一
七
七
九
）
に
現
在
の
本
尊
が
再

興
さ
れ
た
際
に
記
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
そ
の
全
文
は
、
直
訳
文
で
は

あ
る
が
『
大
慈
寺
記
』（
小
山
正
編
、
大
慈
寺
記
刊
行
会
、
一
九
六

八
）
巻
頭
に
収
載
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
冒
頭
部
分
の
原
文
は
以
下
の

と
お
り
で
あ
る
（
高
木
恭
二
「
寒
巌
義
尹
と
美
術
工
芸
」（『
新
熊
本
市

史 

通
史
編
第
二
巻 

中
世
』
新
熊
本
市
史
編
纂
委
員
会
編
、
熊
本
市
、

一
九
九
八
）
八
五
七
頁
に
よ
る
）。

　

 

「 

當
寺
開
山
寒
巌
義
尹
大
和
尚
開
闢　

安
置
之
本
尊
形
像
之
内
御
自
筆

書
付　

之
事　

住
持
比
丘
義
尹
御
面
自
作
毎
刀
礼
拝
恭
敬
如
法
仏

也　

于
時
手
資
行
圓
副
寺
大
佛
師
伊
與
法
橋　

圓
慶
小
佛
師
盛
心
木

寄
一
心
善
教
明
増
寺
道
智
大
勧
進
比
丘
是
雄
大
願
主
比
丘
尼
妙
性

等　

于
時
正
安
二
年
庚
子
八
月
初
三
時
正
初
日
記
知
事
比
丘
文
喜
等

即
日
安
座
云
々
（
後
略
）」。

　
　

な
お
、
こ
の
本
尊
仏
に
つ
い
て
は
、
北
嶋
雪
山
『
國
郡
一
統
志
』

（
注（
4
）参
照
）
三
六
頁
に
も
「
師
自
作
面
相
毎
刀
礼
拝
恭
敬
七
年
而

成
」
と
記
さ
れ
て
い
る
。

（
20
） 

高
木
前
掲
論
文
（
注（
19
）参
照
）
八
五
八
頁
。

（
21
） 

『
第
十
一
回
熊
本
の
美
術
展 

寒
巌
派
の
歴
史
と
美
術
』（
注（
13
）

参
照
）
六
七

－

六
八
頁
（
図
版
解
説
八
）
に
よ
る
。

（
22
） 

菊
竹
前
掲
論
文
（
注（
９
）参
照
）
四
一
頁
。

（
23
） 

「
大
渡
橋
幹
縁
疏
」（『
第
十
一
回
熊
本
の
美
術
展 

寒
巌
派
の
歴
史

と
美
術
』（
注（
13
）参
照
）
七
一
頁
（
図
版
解
説
一
四
））。
な
お
、
読

み
下
し
は
引
用
者
が
行
っ
た
。

（
24
） 

「
大
渡
橋
供
養
草
記
」（『
第
十
一
回
熊
本
の
美
術
展 

寒
巌
派
の
歴

史
と
美
術
』（
注（
13
）参
照
）
七
一

－

七
二
頁
（
図
版
解
説
一
五
））。

（
25
） 

八
木
田
政
名
『
新
撰
事
蹟
通
考
』（『
肥
後
文
献
叢
書
』
第
三
巻
、

古
城
貞
吉
他
編
、
隆
文
館
、
一
九
一
〇
）
二
五
頁
。
な
お
、
句
読
点
は

引
用
者
が
付
し
た
。
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（
26
） 

井
澤
蟠
龍
『
肥
後
地
志
略
』（
注（
４
）参
照
）
八
五
頁
。
な
お
、

当
該
箇
所
の
全
文
は
以
下
の
と
お
り
で
あ
る
。

　

 

「 
相
伝
ふ
寒
巌
和
尚
自
宋
国
帰
朝
の
後
、
銭
財
を
散
ら
し
て
民
を
集
め

て
、
彼
塘
を
築
か
し
め
、
民
用
の
資
と
し
、
異
国
の
銭
塘
の
故
事
に

似
た
る
を
以
て
、
寒
巌
和
尚
名
付
ら
れ
し
と
い
ふ
は
非
な
り
。」

（
27
） 

「
源
泰
明
寄
進
状
案
」（『
曹
洞
宗
古
文
書
』
下
巻
、
大
久
保
道
舟

編
、
筑
摩
書
房
、
一
九
七
二
、
三
九
〇

－

三
九
一
頁
）。

（
28
） 

銭
塘
地
区
の
開
発
に
つ
い
て
は
、
渋
谷
敏
実
「
寒
巌
禅
師
の
銭
塘

村
開
発
に
就
い
て
」（『
熊
本
史
学
』
二
五
、
一
九
六
三
）
を
参
考
に
し

た
。
ち
な
み
に
、『
大
慈
寺
記
』（
注（
19
）参
照
）
一
〇
五
頁
に
よ
れ

ば
、
引
用
文
中
に
用
い
ら
れ
て
い
る
「
牟
田
」
と
い
う
語
は
肥
後
の
地

名
に
よ
く
使
わ
れ
て
い
る
も
の
で
、「「
沼
田
」
の
転
化
で
あ
ろ
う
」
と

の
こ
と
で
あ
る
。

（
29
） 

坪
井
良
平
『
日
本
の
梵
鐘
』（
角
川
書
店
、
一
九
七
〇
）
一
一

三

－

一
一
五
頁
に
よ
る
。
な
お
、
鋳
物
師
の
「
大
春
日
国
正
」
の
名
前

は
梵
鐘
に
陰
刻
さ
れ
て
い
る
。

（
30
） 

菊
竹
前
掲
論
文
（
注（
９
）参
照
）
四
三
頁
も
、「
そ
の
形
式
が
、

後
世
、
肥
後
の
法
皇
派
（
引
用
者
注
、
寒
巌
派
）
寺
院
の
梵
鐘
に
う
け

継
が
れ
て
お
り
、
造
型
活
動
に
お
け
る
義
尹
の
影
響
力
の
強
さ
を
う
か

が
わ
せ
て
く
れ
る
」
と
評
し
て
い
る
。

（
31
） 

横
山
秀
哉
『
禅
の
建
築
』（
彰
国
社
、
一
九
六
七
）
一
四
六

－

一

四
七
頁
は
、『
釈
氏
要
覧
』
に
は
伽
藍
神
と
し
て
十
八
善
神
が
挙
げ
ら

れ
て
お
り
、
中
国
の
禅
宗
寺
院
や
わ
が
国
の
臨
済
宗
寺
院
で
は
各
種
の

伽
藍
神
が
祀
ら
れ
て
い
る
の
に
対
し
て
、「
曹
洞
宗
で
は
招
宝
七
郎
大

権
修
理
菩
薩
像
に
一
定
さ
れ
て
い
る
」
と
述
べ
て
い
る
。
な
お
、
曹
洞

宗
寺
院
に
お
け
る
伽
藍
神
の
研
究
と
し
て
、
Ｈ
・
デ
ュ
ル
ト
「
日
本
禅

宗
の
護
法
神
│
大
権
修
利
菩
薩
に
つ
い
て
│
」（『
印
度
学
仏
教
学
研

究
』
三
二
（
二
）、
一
九
八
四
）、
佐
々
木
章
格
「
日
本
曹
洞
宗
と
大
権

修
理
菩
薩
」（『
曹
洞
宗
宗
学
研
究
所
紀
要
』
一
、
一
九
八
八
）、
中
世

古
祥
道
「
招
宝
七
郎
大
権
修
理
菩
薩
に
つ
い
て
」（『
宗
学
研
究
』
三

五
、
一
九
九
三
）
が
挙
げ
ら
れ
る
。

（
32
） 

『
永
平
寺
三
祖
行
業
記
』「
三
祖
介
禅
師
」（『
曹
洞
宗
全
書
』
史
伝

上
、
曹
洞
宗
全
書
刊
行
会
編
・
発
行
、
一
九
二
九
）
八
頁
に
、「
帰
㍼于

本
寺
⊿
建
㍼山
門
⊿
造
㍼両
廓
⊿
安
㍼置
三
尊
⊿
祖
師
三
尊
。
土
地
五
驅

悉
造
㍾之
」
と
記
さ
れ
て
い
る
。

（
33
） 

鈴
木
泰
山
『
曹
洞
宗
の
地
域
的
展
開
』（
思
文
閣
出
版
、
一
九
九

三
）
二
五
九
頁
。
た
だ
し
、
鈴
木
氏
は
こ
の
指
摘
に
続
け
て
、
そ
れ
ら

の
伽
藍
神
は
「
今
日
永
平
寺
に
は
祀
ら
れ
て
お
り
ま
せ
ん
が
、
そ
れ
は

永
平
寺
三
代
相
論
の
結
果
に
よ
る
も
の
で
は
な
い
か
と
想
像
し
て
い
ま

す
。
即
ち
永
平
四
代
義
演
禅
師
の
一
派
に
よ
っ
て
こ
ん
な
も
の
を
置
い

て
は
純
禅
が
、
道
元
禅
が
そ
こ
な
わ
れ
る
と
い
う
こ
と
で
と
り
払
わ
れ

た
の
で
は
な
い
か
と
想
像
す
る
わ
け
で
ご
ざ
い
ま
す
」（
二
六
〇
頁
）

と
述
べ
て
い
る
。
一
方
、
二
階
堂
善
弘
「
海
神
・
伽
藍
神
と
し
て
の
招

宝
七
郎
大
権
修
利
」（『
白
山
中
国
学
』
一
三
、
二
〇
〇
七
）
五
〇
頁

は
、
現
在
も
永
平
寺
の
仏
殿
に
招
宝
七
郎
大
権
修
利
と
土
地
護
伽
藍
神

が
祀
ら
れ
て
お
り
、
宝
物
殿
に
掌
簿
判
官
と
監
斎
使
者
の
像
が
置
か
れ



寒
巌
義
尹
に
よ
る
宋
文
化
の
受
容
（
木
村
）

69─　   ─

て
い
る
こ
と
を
報
告
し
て
い
る
。

（
34
） 
禅
宗
寺
院
に
祀
ら
れ
た
伽
藍
神
に
つ
い
て
は
、
三
山
進
「
伽
藍
神

像
考
│
鎌
倉
地
方
の
作
品
を
中
心
に
│
」（『
Ｍ
Ｕ
Ｓ
Ｅ
Ｕ
Ｍ
』
二
〇

〇
、
一
九
六
七
）、
浅
見
龍
介
「
禅
宗
の
彫
刻
」（『
日
本
の
美
術
』
五

〇
七
、
至
文
堂
、
二
〇
〇
八
）
六
三

－

六
七
頁
、
田
中
知
佐
子
「
建
長

寺
伽
藍
神
像
を
め
ぐ
る
一
考
察
│
中
国
風
伽
藍
神
像
の
系
譜
か
ら
│
」

（『
佛
教
藝
術
』
三
〇
一
、
二
〇
〇
八
）、
二
階
堂
善
弘
「
日
中
の
五
山

に
お
け
る
伽
藍
神
と
文
化
交
渉
」（
同
『
ア
ジ
ア
の
民
間
信
仰
と
文
化

交
渉
』
関
西
大
学
出
版
部
、
二
〇
一
二
）
等
を
参
照
。

（
35
） 

『
県
内
主
要
寺
院
歴
史
資
料
調
査
報
告
書
（
二
）
熊
本
市
〜
城
南

地
区 

資
料
篇
』（
注（
２
）参
照
）
二
四
五

－
二
四
六
頁
と
『
宇
土
市
の

美
術
工
芸
』（
注（
２
）参
照
）
一
〇

－
一
一
頁
は
、
い
ず
れ
も
こ
の
五

体
の
像
を
室
町
時
代
の
作
と
推
定
し
て
い
る
。

（
36
） 

「
大
慈
寺
宝
塔
幹
縁
疏
」（『
第
十
一
回
熊
本
の
美
術
展 

寒
巌
派
の

歴
史
と
美
術
』（
注（
13
）参
照
）
七
二

－

七
三
頁
（
図
版
解
説
一
七
））

に
は
「
曾
馳
錫
乎
天
台
鴈
蕩
之
雲
、
郵
濕
衲
乎
平
江
洞
庭
之
水
」
と
記

さ
れ
て
い
る
。
こ
の
箇
所
の
理
解
に
は
佐
藤
前
掲
論
文
（
注（
６
）参

照
）
一
五
四

－
一
五
五
頁
を
参
考
に
し
た
。

（
37
） 

「
商
船
」
で
の
帰
国
の
情
報
は
、
注（
1
）に
示
し
た
義
尹
の
伝
記

の
中
の
Ⓑ
、
Ⓔ
、
Ⓖ
に
記
さ
れ
て
い
る
。

（
38
） 

義
尹
の
聖
福
寺
滞
在
に
関
し
て
は
、
住
職
を
務
め
て
い
た
可
能
性

を
舘
隆
志
「
寒
巌
義
尹
と
博
多
聖
福
寺
│
蘭
渓
道
隆
門
下
と
の
交
流
を

踏
ま
え
て
│
」（『
曹
洞
宗
研
究
員
研
究
紀
要
』
三
七
、
二
〇
〇
七
）
四

九
－

五
一
頁
が
指
摘
し
て
い
る
。

（
39
） 

上
田
純
一
『
足
利
義
満
と
禅
宗
』（
シ
リ
ー
ズ
権
力
者
と
仏
教

三
、
法
蔵
館
、
二
〇
一
一
）
一
二
三

－

一
二
六
頁
に
よ
る
。

（
40
） 

川
添
昭
二
「
鎌
倉
初
期
の
対
外
関
係
と
博
多
」（『
鎖
国
日
本
と
国

際
交
流
』
上
巻
、
箭
内
健
次
編
、吉
川
弘
文
館
、一
九
八
八
）
二
一
頁
。

あ
わ
せ
て
同
「
鎌
倉
時
代
の
対
外
関
係
と
文
物
の
移
入
」（『
岩
波
講
座

日
本
歴
史
六 

中
世
二
』
岩
波
書
店
、
一
九
七
五
）
も
参
考
に
し
た
。

（
41
） 

舘
前
掲
論
文
（
注（
38
）参
照
）
五
二
頁
も
、
こ
の
点
に
つ
い
て

「
帰
朝
し
て
間
も
な
い
義
尹
の
下
に
は
、
僧
俗
を
問
わ
ず
多
く
人
が
集

ま
っ
た
こ
と
は
容
易
に
想
像
さ
れ
よ
う
。
聖
福
寺
滞
在
中
に
得
た
そ
の

関
係
は
、
後
に
義
尹
が
行
な
う
大
渡
大
橋
の
架
橋
、
大
慈
寺
の
仏
殿
建

立
、
大
慈
寺
の
梵
鐘
鋳
造
、
大
慈
寺
多
宝
塔
の
造
立
等
の
際
に
行
な
っ

た
勧
進
活
動
に
大
い
に
役
立
っ
た
も
の
と
推
測
さ
れ
よ
う
」
と
述
べ
て

い
る
。

（
42
） 

以
下
の
記
述
は
上
田
前
掲
書
（
注（
13
）参
照
）
二
一
〇

－

二
一
一

頁
を
参
考
に
し
た
。
な
お
、
義
尹
に
至
る
舎
利
の
相
伝
に
つ
い
て
は
、

玉
名
市
広
福
寺
に
伝
わ
る
「
仏
舎
利
相
伝
記
」（『
曹
洞
宗
古
文
書
』
上

巻
、
大
久
保
道
舟
編
、
筑
摩
書
房
、
一
九
七
二
、
五
二
五

－

五
二
六

頁
）
に
よ
る
。
こ
の
文
書
に
よ
れ
ば
、
四
天
王
寺
の
舎
利
が
「
尊

阿
」、「
峯
圓
行
」、「
は
こ
さ
き
の
四
郎
」、「
ち
や
う
の
二
郎
」
の
手
を

経
て
、
建
治
三
年
六
月
九
日
に
義
尹
に
伝
え
ら
れ
、
そ
れ
を
義
尹
が
弘

安
二
年
に
沙
弥
尼
専
信
へ
伝
え
た
と
の
こ
と
で
あ
る
。
な
お
、『
曹
洞

宗
古
文
書
』
で
は
「
ち（

城

）

や
う
の
二﹇

ら
脱
カ
﹈う

」
と
記
さ
れ
て
い
る
箇
所
を
、
上
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田
前
掲
書
に
従
っ
て
「
ち
や
う（
張
）の
二
郎
」
と
解
釈
し
た
。

（
43
） 
舘
前
掲
論
文
（
注（
38
）参
照
）
五
二

－

六
二
頁
は
、
大
慈
寺
の
梵

鐘
の
銘
文
中
に
「
幹
縁
僧
都
寺
」
と
し
て
名
前
が
記
さ
れ
て
い
る
者
の

中
か
ら
、
宗
鑑
と
妙
智
が
、
そ
れ
ぞ
れ
聖
福
寺
十
四
世
宗
鑑
と
同
九
世

妙
智
で
は
な
い
か
と
推
測
し
て
い
る
。
こ
の
推
測
に
従
う
な
ら
ば
、
義

尹
は
肥
後
に
拠
点
を
定
め
た
後
、
宋
の
商
人
だ
け
で
は
な
く
、
聖
福
寺

と
の
間
で
も
密
接
な
関
係
を
保
っ
て
い
た
と
み
な
す
こ
と
が
で
き
る
だ

ろ
う
。
そ
し
て
、
そ
の
よ
う
な
関
係
が
あ
れ
ば
こ
そ
、
大
渡
橋
の
完
成

の
供
養
の
際
に
千
人
の
僧
侶
を
崛
請
で
き
た
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

（
44
） 

上
田
前
掲
書
（
注（
13
）参
照
）
二
〇
八
頁
。

（
45
） 

こ
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
用
い
れ
ば
、
河
内
国
か
ら
鋳
物
師
を
招
く

こ
と
も
容
易
だ
っ
た
で
あ
ろ
う
。


